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は
じ
め
に

日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
は
、
改
正
入
管
法
が
施
行

さ
れ
た
１
９
９
０
年
以
降
、
２
０
０
８
年
ま
で
大
き

く
増
え
た
。
２
０
０
８
年
末
現
在
の
外
国
人
登
録
者

は
約
２
２
２
万
人
で
、
20
年
前
の
約
94
万
人
と
比
べ

る
と
、
２
・
４
倍
に
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、

２
０
０
８
年
９
月
以
降
の
世
界
的
経
済
危
機
そ
し
て

２
０
１
１
年
３
月
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
の
影
響

で
、
そ
の
後
の
登
録
者
数
は
僅
か
な
が
ら
減
少
傾
向

に
あ
り
、
２
０
１
１
年
９
月
現
在
、
約
２
０
９
万
人

と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は

約
１
・
６
％
で
あ
る
。
国
籍
別
内
訳
は
、中
国
、韓
国
・

朝
鮮
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
順
に
多
い
。（

（
（

こ
う
し
た
登
録
者
の
三
分
の
二
は
永
住
資
格
を
持

つ
な
ど
長
期
滞
在
が
可
能
で
就
労
制
限
も
な
く
、
実

質
的
に
「
移
民
」
と
い
え
る
。
ま
た
、
日
本
国
籍
を

取
得
す
る
人
々
も
年
間
１
万
３
０
０
０
人
を
超
え
て

お
り
、
外
国
人
の
定
住
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
震
災
で
帰
国
す
る
外
国
人
の
存
在
が
注
目
さ

れ
た
が
、
経
済
危
機
そ
し
て
震
災
に
も
か
か
わ
ら
ず

日
本
に
残
っ
た
２
０
０
万
人
を
超
え
る
外
国
人
の
多

く
は
定
住
志
向
が
強
く
、
日
本
社
会
の
重
要
な
構
成

員
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
日
本
の
総
人
口
は
２
０
０
４
年
の
約

１
億
２
８
０
０
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
始
め
、

２
０
６
０
年
に
は
３
分
の
１
も
減
少
し
、

８
７
０
０
万
人
を
切
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
生
産
年
齢
人
口
（
（5
～
64
歳
）
は
ほ
ぼ
半
減

し
、
現
在
23
％
で
あ
る
高
齢
化
率
（
総
人
口
に
占
め

る
65
歳
以
上
の
比
率
）
は
４
割
に
達
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
て
い
る
。（

2
（

ま
た
、
政
府
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展

開
を
進
め
る
企
業
の
要
請
に
応
え
て
、
高
度
外
国
人

材
の
受
け
入
れ
に
力
を
注
い
で
い
る
。
大
学
の
国
際

競
争
力
を
高
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
す
る
た

め
に
、
留
学
生
30
万
人
計
画
に
基
づ
く
外
国
人
留
学

生
の
受
入
れ
も
推
進
し
て
い
る
。

短
期
的
に
は
減
少
し
な
が
ら
も
、
人
口
減
少
・
少

子
高
齢
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
外

国
人
の
増
加
と
定
住
化
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
だ
ろ

う
。
人
口
増
加
そ
し
て
経
済
成
長
を
前
提
に
構
築
さ

れ
た
社
会
保
障
な
ど
の
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、

人
口
減
少
を
前
提
と
し
て
、
女
性
や
高
齢
者
そ
し
て

外
国
人
も
含
め
た
多
様
な
人
々
が
活
躍
す
る
新
し
い

社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
日

本
に
と
っ
て
、
国
籍
や
民
族
な
ど
の
異
な
る
多
様
な

人
々
が
互
い
の
文
化
的
ち
が
い
を
認
め
合
い
、
対
等

な
関
係
を
築
こ
う
と
し
な
が
ら
共
に
生
き
る
多
文
化

共
生
社
会
の
形
成
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
く

だ
ろ
う
。

地域における多文化共生の 
推進について

明治大学国際日本学部教授

山脇　啓造

世界的経済危機や東日本大震災にもかかわらず、日本に残った
200万人を超える外国人住民は定住志向が強く、日本社会の重要
な構成員と言えよう。人口減少・少子高齢化とグローバル化が進
む中、女性や高齢者そして外国人も含めた多様な人々が活躍する
社会を築いていかなければならない。
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地
方
自
治
体
に
よ
る
取
り
組
み

多
文
化
共
生
社
会
の
形
成
を
め
ざ
す
た
め
に
は
、

外
国
人
政
策
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
外
国
人

政
策
は
外
国
人
の
出
入
国
に
か
か
わ
る
政
策
（
出
入

国
政
策
）
と
入
国
し
た
外
国
人
を
社
会
の
構
成
員
と

し
て
受
け
入
れ
る
政
策
（
社
会
統
合
政
策
）
か
ら
な

る
。
出
入
国
政
策
は
国
（
法
務
省
）
の
所
管
で
あ
る

が
、
社
会
統
合
政
策
は
国
と
地
方
自
治
体
が
連
携
し

て
取
り
組
む
分
野
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
統
合
政
策
は
主
に
外

国
人
住
民
の
多
い
自
治
体
が
担
っ
て
き
た
。
戦
前
日

本
に
来
日
し
た
旧
植
民
地
出
身
者
と
そ
の
子
孫
で
あ

る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
多
い
関
西
地
方
な
ど
の
自
治
体

（
大
阪
市
や
川
崎
市
な
ど
）
で
は
１
９
７
０
年
代
以

来
、
主
に
人
権
施
策
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
し
、

１
９
９
０
年
代
以
降
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
住
民
が
急

増
し
た
東
海
地
方
な
ど
の
自
治
体
（
浜
松
市
や
豊
田

市
な
ど
）
も
国
際
化
施
策
と
し
て
力
を
入
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
、
外
国
人
住

民
施
策
は
よ
り
体
系
化
さ
れ
、
多
文
化
共
生
施
策
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
治
体
の
取
り
組
み
が
よ

り
活
発
に
な
っ
た
。（

3
（

２
０
０
１
年
に
は
、
浜
松
市
な

ど
南
米
系
日
系
人
労
働
者
の
多
い
（3
市
町
か
ら
な
る

外
国
人
集
住
都
市
会
議
（
現
在
28
都
市
）
が
設
立
さ

れ
、
以
来
、
国
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
提
言
を

行
っ
て
い
る
。
同
様
な
県
レ
ベ
ル
の
組
織
と
し
て
、

愛
知
県
な
ど
７
県
１
市
が
参
加
す
る
多
文
化
共
生
推

進
協
議
会
も
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
中
国
人
や
韓
国

人
な
ど
ア
ジ
ア
系
外
国
人
が
多
く
暮
ら
し
、
全
国
で

最
も
外
国
人
住
民
の
多
い
東
京
都
内
の
自
治
体
（
新

宿
区
、
大
田
区
な
ど
）
も
近
年
、
力
を
入
れ
て
い
る
。

一
方
、今
回
の
主
要
な
被
災
地
で
あ
る
東
北
地
方
は
、

外
国
人
の
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
県
設
置
の
国
際

交
流
協
会
が
中
心
に
な
っ
て
東
海
地
方
や
首
都
圏
な

ど
の
集
住
地
域
と
は
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
多
文
化

共
生
を
進
め
て
き
た
。（

4
（

２　

国
に
よ
る
取
り
組
み

国
レ
ベ
ル
の
取
り
組
み
は
、
外
国
人
労
働
者
が
急

増
す
る
１
９
９
０
年
代
以
降
、
関
係
省
庁
に
よ
っ
て

対
症
療
法
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、「
対
策
」
は
あ
っ

て
も
「
政
策
」
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
状
況
が
続
い

た
。
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た

「
多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
研
究
会
」
が

２
０
０
６
年
３
月
に
作
成
し
た
報
告
書
で
あ
る
。（

5
（

こ

の
報
告
書
が
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
紹
介
さ
れ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
２
０
０
６
年
（2
月
に
は

「『
生
活
者
』
と
し
て
の
外
国
人
に
関
す
る
総
合
的
対

応
策
」
が
策
定
さ
れ
た
。
こ
の
対
応
策
は
、
日
本
政

府
が
初
め
て
社
会
統
合
政
策
の
当
面
の
方
向
性
を
示

し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
が
そ
れ
ま
で
に
取
り
組
ん

で
き
た
外
国
人
労
働
者
対
策
や
外
国
人
犯
罪
者
対
策

と
は
異
な
る
、
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
へ
の
支
援

と
い
う
第
３
の
観
点
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
意
義
が

あ
る
。

２
０
０
８
年
９
月
以
降
の
経
済
危
機
の
中
、
製
造

業
で
働
く
派
遣
・
請
負
労
働
者
の
多
く
が
解
雇
さ
れ

る
と
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
も
失
業
す
る
者
が
急
増
し

た
。
政
府
は
２
０
０
９
年
１
月
に
内
閣
府
に
定
住
外

国
人
施
策
推
進
室
を
設
置
し
、
経
済
危
機
化
で
困
窮

す
る
日
系
人
等
定
住
外
国
人
へ
の
支
援
に
力
を
入
れ

た
。
そ
し
て
、
２
０
１
０
年
８
月
に
「
日
系
定
住
外

国
人
施
策
に
関
す
る
基
本
指
針
」、
２
０
１
１
年
３

月
に
は
「
同
基
本
計
画
」
を
策
定
し
て
い
る
。
指
針

で
は
、「
日
系
定
住
外
国
人
を
日
本
社
会
の
一
員
と

し
て
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
の
動
き
の
背
景
に
は
、
外
国
人
集
住

都
市
会
議
や
多
文
化
共
生
推
進
協
議
会
が
、

２
０
０
０
年
代
前
半
か
ら
粘
り
強
く
国
に
対
し
て
外

国
人
の
受
け
入
れ
態
勢
整
備
を
求
め
る
提
言
を
発
表

し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
集
住
都

市
会
議
が
外
国
人
全
般
を
視
野
に
入
れ
提
言
を
行
っ

て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
の
取
り
組
み
は
現
在
、

日
系
人
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
外
国
人
政
策
、
特
に
社
会
統
合
政
策
の

分
野
で
は
、
先
行
す
る
自
治
体
を
国
が
後
追
い
す
る

構
図
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
実
は
、
自
治
体
と
国

の
政
策
が
乖
離
し
て
い
る
の
は
、
日
本
特
有
の
現
象
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で
は
な
く
、
外
国
人
労
働
者
や
移
民
受
け
入
れ
の
歴

史
が
日
本
よ
り
も
長
い
欧
米
諸
国
の
中
に
も
見
ら
れ

る
。
日
本
に
と
っ
て
は
、
（9
世
紀
以
来
、
外
国
人
を

入
国
時
か
ら
移
民
（
永
住
者
）
と
し
て
受
け
入
れ
て

き
た
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
伝
統
的
移
民
国
家
よ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
外
国
人
労
働
者
を
期
限
付
き

で
受
け
入
れ
、
次
第
に
そ
の
定
住
化
が
進
ん
で
い
っ

た
欧
州
諸
国
の
経
験
が
よ
り
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
欧
州
の
自
治
体
で
今
、
新
た
な
試
み
が
始
ま
っ

て
い
る
。

３　

イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
シ
テ
ィ

と
多
文
化
共
生
都
市

移
住
者
や
少
数
者
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
る
文
化
的

多
様
性
を
、脅
威
で
は
な
く
む
し
ろ
好
機
と
と
ら
え
、

都
市
の
活
力
や
革
新
、
創
造
、
成
長
の
源
泉
と
す
る

新
し
い
政
策
と
し
て
、
欧
州
で
は
「
イ
ン
タ
ー
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル･

シ
テ
ィ
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。（

6
（

２
０
０
８
年
の
欧
州
文
化
間
対
話

年
（European Y

ear of Intercultural D
ialogue

）

や
同
年
の
欧
州
評
議
会
に
よ
る
文
化
間
対
話
白
書

（W
hite Paper on Intercultural D

ialogue

）
の

刊
行
を
契
機
に
、
欧
州
評
議
会
が
欧
州
委
員
会
と
と

も
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
、
現
在
、
そ
の
趣
旨
に
賛

同
す
る
欧
州
2（
都
市
が
参
加
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
理
解
す
る
上
で
は
、

１
９
７
０
年
代
以
降
の
欧
州
都
市
に
よ
る
様
々
な
経

験
を
も
と
に
し
た
、
以
下
の
受
入
れ
政
策
の
分
類
が

有
益
で
あ
ろ
う
。（

（
（

①
無
政
策
（non-policy

）

移
住
者
や
少
数
者
は
、
都
市
に
と
っ
て
無
関
係
ま

た
は
一
時
的
な
現
象
で
、
歓
迎
さ
れ
な
い
存
在
と
み

な
さ
れ
、
対
応
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
な
い
。

②
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
政
策
（guestw

orker policy

）

移
住
者
は
一
時
的
な
労
働
力
で
あ
り
、
い
ず
れ
は

出
身
国
に
戻
る
存
在
と
み
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
短

期
的
で
移
住
者
の
市
民
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る

よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
る
。

③
同
化
政
策
（assim

ilationist policy

）

移
住
者
や
少
数
者
は
永
住
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
同
化
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
受
入
れ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
規
範
と
の

違
い
は
奨
励
さ
れ
ず
、
そ
の
国
の
一
体
性
に
対
す
る

脅
威
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
抑
圧
さ
れ
る
。

④
多
文
化
主
義
政
策
（m

ulticultural policy

）

移
住
者
や
少
数
者
は
永
住
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
。
受
入
れ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
規
範
と
の
違

い
は
、
法
や
制
度
に
よ
っ
て
奨
励
、
保
護
さ
れ
、
反

人
種
主
義
活
動
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
分
離
や
隔
離
が
助
長
さ
れ
る
リ
ス

ク
を
負
う
。

⑤
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
政
策
（intercultural 

policy

）

移
住
者
や
少
数
者
は
永
住
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
。
受
入
れ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
規
範
と
の
違

い
を
有
す
る
権
利
は
法
や
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
一
方
、
共
通
の
立
場
や
相
互
理
解
、
共
感
を
生
み

出
す
政
策
、
制
度
や
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。

西
欧
諸
国
で
は
、
戦
後
、
旧
植
民
地
出
身
者
や
外

国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
進
ん
だ
。
１
９
７
３
年

の
石
油
危
機
で
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
終
了
し
た

が
、
１
９
７
０
年
代
か
ら
80
年
代
に
か
け
て
家
族
の

呼
び
寄
せ
に
よ
っ
て
労
働
者
の
定
住
化
が
進
む
中
、

移
民
集
団
の
文
化
を
尊
重
す
る
多
文
化
主
義
の
影
響

を
受
け
た
政
策
が
広
が
っ
た
。
１
９
９
０
年
代
に
な

る
と
、
東
欧
か
ら
の
難
民
が
急
増
す
る
一
方
で
、
移

民
１
世
や
２
世
の
高
失
業
率
、
低
学
歴
そ
し
て
集
住

地
域
の
隔
離
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
移
民
政
策
の
見
直
し
が
進
ん
だ
。
さ
ら
に

２
０
０
０
年
代
に
な
る
と
、
移
民
が
関
わ
る
テ
ロ
事

件
や
暴
動
な
ど
が
起
こ
り
、
移
民
政
策
が
各
国
の
国

政
選
挙
の
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
集

住
す
る
移
民
の
隔
離
を
も
た
ら
し
、
社
会
統
合
を
阻

ん
で
い
る
と
し
て
多
文
化
主
義
政
策
へ
の
批
判
が
高

ま
る
中
で
、
多
様
性
を
尊
重
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
、
異
な
る
文
化
背
景
を
有
す
る
集
団
間
の

交
流
を
通
し
て
社
会
統
合
を
め
ざ
す
Ｉ
Ｃ
Ｃ
プ
ロ
グ

ラ
ム
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
述
の
５
つ
の
類
型
を
日
本
の
自
治
体
に
あ
て
は
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め
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
外
国
人
を
住
民
と

し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
①
や
②
の
段
階
は
過
ぎ

た
こ
と
に
な
る
が
、
③
と
④
と
⑤
の
ど
の
政
策
を
志

向
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
多
文
化
」
を
謳
う
以
上

③
は
否
定
さ
れ
、「
共
生
」を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
は
、

④
よ
り
も
⑤
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
総
務
省
の
報
告

書
で
は
、
多
文
化
共
生
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
外
国

人
支
援（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
と
生
活
支
援
）

と
多
文
化
共
生
の
地
域
づ
く
り
か
ら
な
っ
て
い
る
。

多
文
化
共
生
の
地
域
づ
く
り
に
は
、
異
な
る
文
化
背

景
を
有
す
る
集
団
間
の
交
流
も
含
ま
れ
る
の
で
、
欧

州
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
日
本
の
多
文
化
共
生
を
推
進
す
る
都

市
（
多
文
化
共
生
都
市
）
に
は
共
通
点
が
多
い
と
言

え
る
。
従
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
「
多
文
化
共
生
都
市
」

と
訳
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。（

8
（

た
だ
し
、
日
本
の

自
治
体
の
実
際
の
取
り
組
み
の
多
く
は
外
国
人
支
援

に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

多
文
化
共
生
社
会
を
め
ざ
す
上
で
、
外
国
人
支
援
は

必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は

な
く
、
異
な
る
文
化
背
景
を
有
す
る
住
民
間
の
対
話

や
交
流
を
進
め
、
文
化
的
多
様
性
を
活
か
し
た
地
域

づ
く
り
に
も
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
欧

州
都
市
の
経
験
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る
の
が
、

２
０
１
２
年
１
月
に
国
際
交
流
基
金
と
欧
州
評
議
会

の
共
催
に
よ
り
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
多
文
化
共
生

都
市
サ
ミ
ッ
ト
」
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

参
加
す
る
３
都
市
を
含
め
て
、
日
韓
欧
の
９
都
市
の

首
長
ら
が
参
加
し
、「
多
文
化
共
生
都
市
の
連
携
を

目
指
す
東
京
宣
言
」
を
採
択
し
た
。（

9
（

今
年
（0
月
に
は

浜
松
市
と
国
際
交
流
基
金
の
共
催
に
よ
り
、
第
２
回

サ
ミ
ッ
ト
が
浜
松
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

お
わ
り
に

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
、
特
に
原
子
力
発
電

所
の
事
故
は
、
日
本
社
会
の
多
方
面
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
３
・
（（
を
日
本
現
代
史
の
転
換
点
と
と

ら
え
る
見
方
が
広
が
り
、
新
た
な
社
会
ビ
ジ
ョ
ン
の

構
築
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

新
た
な
対
立
軸
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
成
長

と
脱
成
長
で
あ
る
が
、
均
質
性
と
多
様
性
と
い
う
も

う
一
つ
の
対
立
軸
も
今
後
、
重
要
に
な
っ
て
い
く
と

思
わ
れ
る
。
文
化
的
多
様
性
を
活
か
し
た
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
自
治
体
が
国
の
外
国
人
政
策
を
リ
ー
ド

し
、
多
文
化
共
生
社
会
の
形
成
に
つ
な
が
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。（

（（
（

[

本
稿
は
、
２
０
１
２
年
１
月
に
開
催
さ
れ
た
多
文
化
共

生
都
市
サ
ミ
ッ
ト
（
本
文
参
照
）
で
筆
者
が
発
表
し
た
原
稿

に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。]

（
１
）
法
務
省
入
国
管
理
局
「
平
成
23
年
９
月
末
現
在
に
お

け
る
外
国
人
登
録
者
数
に
つ
い
て
」（
２
０
１
１
年
11
月
）。

（
２
）
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来

推
計
人
口
」（
２
０
１
２
年
１
月
）。

（
３
）山
脇
啓
造「
多
文
化
共
生
社
会
の
形
成
に
向
け
て
」『
移

民
政
策
研
究
』
創
刊
号
（
２
０
０
９
年
５
月
）
参
照
。

（
４
）
宮
城
県
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
２
０
０
７
年
に
「
多

文
化
共
生
社
会
の
形
成
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定

し
た
。

（
５
）
総
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.soum
u.

go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf

）
参
照
。

（
６
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詳
細
は
、
欧
州
評
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（http://w

w
w

.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
culture/cities/default_en.asp

）
参
照
。

（
７
）C

ouncil of E
urope (2010) Intercultural C

ities: 
Tow

ards a M
odel for Intercultural Integration. 

S
trasbourg: C

ouncil of E
urope P

ublishing, 22-
23.

（
８
）
こ
れ
ま
で
、「
多
文
化
共
生
」
を
意
味
す
る
形
容
詞
と

し
て
“m

ulticultural

”
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ

た
が
、“intercultural

”
の
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

（
９
）
日
本
か
ら
は
、
鈴
木
康
友
浜
松
市
長
、
中
山
弘
子
新

宿
区
長
、松
原
忠
義
大
田
区
長
が
参
加
し
た
。
そ
の
ほ
か
、

リ
ス
ボ
ン
市
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
や
水
原
市
（
韓
国
）
の
市

長
ら
が
参
加
し
て
い
る
。

（
10
）
国
に
求
め
ら
れ
る
政
策
に
つ
い
て
は
、山
脇
啓
造
「
外

国
人
政
策
―
多
文
化
共
生
へ
基
本
法
制
定
を
」『
朝
日
新

聞
』
２
０
０
２
年
11
月
６
日
朝
刊
お
よ
び
山
脇
啓
造
「
多

文
化
共
生
社
会
の
形
成
に
向
け
て
」
参
照
。


